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令和６年度 国保事業費納付金等の 仮算定結果

１．保険給付費（A)（医療分・一般）の推計

３．１人当たり保険料額

２．納付金額

12月末に国より示される確定係数を用いて、１月下旬を目途に再算定を行う予定

４．本算定について

国が示す推計方法・ツール・算定システムにより推計

1,211億円 → 1,178億円 （▲33億円、▲２.７％）

●１人当たり診療費 364,900円 → 376,688円 （＋11,788円、＋3.2％）

（R５本算定との比較）

※退職被保険者分を含まない

568億円 → 528億円 （▲40億円、▲7.1％）

※納付金が減となった理由は、保険給付費が33億円減少したことが考えられる。

11８,817円 → 114,967円 （▲３,850円、▲3.2％）

（R5本算定との比較）

（R５本算定との比較）
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額 割合 額 割合 額 割合

1,860億円 22.6億円 1.2% 1,860億円 20.5億円 1.1% -2.06億円 -9.1%

800億円 2.56億円 0.3% 800億円 1.8億円 0.2% -0.76億円 -29.7%

普通調整交付金 550億円 600億円
・拡充分の県配分額が、示されていないことによりゼロとしてい

る。

暫定措置

（激変緩和）
50億円 0.76億円 1.5% － － － -0.76億円 -100.0% ・令和６年度以降廃止。

特別調整交付金

（子ども）
100億円 1.8億円 1.8% 100億円 1.8億円 1.8% 0億円 0.0%

・子どもの被保険者数に着目して市町村に再配分

・納付金算定から差引く（ｃ→ｄ）

特別調整交付金

（精神、非自発分）
100億円 100億円

・令和2年度分から国係数に含まれている。

・拡充分の県配分額が、示されていないことによりゼロとしてい

る。

1000億円 20億円 1.4% 1,000億円 18.7億円 1.4% -1.3億円 -6.5%

都道府県分 500億円 7億円 1.4% 500億円 6.9億円 1.4% -0.1億円 -1.4%
・保険給付費（Ａ）から保険料収納必要総額（Ｂ）を算定する過程

で減算する。

市町村分 500億円 13億円 2.6% 500億円 11.8億円 2.4% -1.2億円 -9.2%
・特調による配分も含む金額。

・標準保険料率の算定に必要な保険料額から差引く

60億円 60億円
・拡充分の県配分額が、示されていないことによりゼロとしてい

る。

20億円 0.3億円 1.5% － － － -0.3億円 -100.0% ・令和６年度以降廃止。

331億円 343億円 12億円 3.6% ・県全体の納付金を引き下げる

合　計

財政調整機能の強化

R6ーR5

沖縄県配分 増減

納付金算定上の係数（拡充分の公費）について

R５本算定 R６仮算定

備考
全国ベース

沖縄県配分
全国ベース

沖縄県配分

保険者努力支援制度

特別高額医療費

共同事業

特調による

追加激変緩和

前期高齢者交付金
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標準保険料率の算定ベースである保険料総額（ｅ）について
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※保険料基盤軽減分は含まれていない

保険給付費（Ａ）＋後期高齢者支援金＋介護納付金等　　（1,542億円）

県向け公費等（1,014億円） 納付金　ｄ　（528億円）

令和６年度仮算定

ｄ→ｅで減算

市町村向け公費 保 険 料 額

(366億円) (343億円)

(420億円)

(28億円)

(136億円)

(158億円)

(75億円)

(40億円)

(32億円) 標準保険料率の算定ベースe

【集めるべき保険料総額】

d→eで

加算

(392億円)


